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Ⅰ

緊
急
避
難
の
基
本
思
想

１

法
哲
学
的
回
顧

正
当
防
衛
を
基
礎
付
け
る
基
本
思
想
は
自
己
保
護
と
法
確
証
で
あ
り
、
正
当
防
衛
が
違
法
性
阻
却
事
由
で
あ
る

こ
と
は
い
わ
ば
当
然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
違
法
な
侵
害
を
前
提
と
す
る
法
確
証
は
緊
急
避
難
と
は
無
縁
の
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
違
法
な
侵
害
行
為
に
向
け
ら
れ
な
い
避
難
行
為
の
法
的
性
質
の
解
明
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
緊
急
避
難
は
古
典
ギ
リ

シ
ア
の
時
代
か
ら
哲
学
者
の
関
心
を
惹
い
て
き
た
。
近
代
に
至
っ
て
、
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
の
が
ド
イ
ツ
観
念
論
哲
学
で
あ
る
。
カ

ン
ト
（
一
七
二
四
〜
一
八
〇
四
）
は
緊
急
避
難
が
正
当
防
衛
と
は
異
な
っ
た
法
的
性
質
を
有
す
る
こ
と
を
認
識
し
、
そ
の
著
『
人
倫
の
形

而
上
学
』
の
「
法
論
の
序
論
」
で
「
緊
急
権
（Ius necessitatis

）」
に
つ
い
て
、「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
の
事
例
を
引
い
て
、
次
の
よ

う
に
論

１
）

じ
た
。
人
の
生
命
が
失
わ
れ
る
と
い
う
緊
急
事
態
に
お
い
て
問
題
に
な
る
の
は
、
自
分
の
生
命
に
不
当
な
攻
撃
を
加
え
る
他
人
の

生
命
を
奪
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
命
を
守
る
（ius inculpatae tutelae

正
当
防
衛
権
）
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。「
船
が
難
破
し
た

と
き
に
、
同
じ
よ
う
に
生
命
が
危
険
に
晒
さ
れ
、
助
か
ろ
う
と
し
て
板
切
れ
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
人
を
突
き
落
と
し
、
自
分
が
助
か
ろ

う
と
す
る
、
そ
う
い
う
人
を
死
刑
に
処
す
べ
し
と
す
る
刑
法
は
あ
り
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
法
律
が
威
嚇
す
る
刑
罰
は
、
そ
の
人
の
生

命
が
奪
わ
れ
る
刑
罰
よ
り
大
き
い
こ
と
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
刑
法
に
は
、
意
図
し
た
効
果
は
ま
っ
た
く
あ

り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
不
確
実
で
し
か
な
い
害
悪
（
裁
判
官
の
判
決
に
よ
る
死
）
に
よ
る
威
嚇
が
、
確
実
な
害
悪
（
す
な
わ
ち
溺
死
）

に
対
す
る
恐
怖
を
凌
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
暴
力
に
よ
っ
て
自
己
保
存
を
は
か
る
行
為
は
、
罪
を
問
え
な
い

（inculpabile

）
の
で
は
な
く
、
罰
し
え
な
い
（im

punibile

）
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
」
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
古
く
か
ら
の
自
然
法
の
伝

統
と
決
別
し
て
、「
衡
平
」
と
並
ん
で
「
緊
急
権
」
を
ど
ち
ら
も
二
義
的
で
あ
る
と
し
て
、「
道
徳
形
而
上
学
」
の
「
本
来
の
法
論
」
か
ら

よ
り
分
け
、
こ
れ
ら
が
法
論
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
断
ち
切
り
、「
緊
急
権
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
「
思
い
込
ま
れ
た
権
利
（ver-
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）」
に
す
ぎ
ず
、「
緊
急
権
」
と
い
う
の
は
「
法
論
の
自
己
矛
盾
」
を
含
ん
で
い
る
、
と
い
う
の
は
「
不
法
を
適
法
と
す
る

よ
う
な
緊
急
事
態
は
あ
り
え
な
い
」
と
論
ず
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
生
命
対
生
命
が
衝
突
し
て
い
る
場
合
に
は
正
当
化
を
否
定
し
て
、

心
理
的
強
迫
を
理
由
と
す
る
「
主
観
的
不
処
罰
」
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
後
に
免
責
緊
急
避
難
へ
の
道
を
開
い
た
の
で

２
）

あ
る
。

カ
ン
ト
学
説
は
後
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
（
一
七
七
五
〜
一
八
三
三
）
の
刑
法
学
説
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
刑
法
と
い
う
の
は
将
来
の

害
悪
を
表
象
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
熱
望
す
る
能
力
に
働
き
か
け
、
行
為
を
行
な
お
う
と
す
る
そ
の
能
力
を
妨
げ
る
た
め
に
あ
る
と
す
る

な
ら
、
抑
え
き
れ
な
い
ほ
ど
強
い
動
機
が
立
ち
は
だ
か
る
と
き
、
刑
法
は
無
力
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
、
し
た
が
っ
て
、「
人
は
刑
罰
害
悪
に

等
し
い
か
、
又
は
、
こ
れ
を
超
え
る
、
あ
る
種
の
そ
し
て
現
在
の
害
悪
に
よ
っ
て
犯
罪
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
る
と
き
」、
可
罰
性
は
否
定
さ

れ

３
）

る
と
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
緊
急
避
難
を
責
任
能
力
（Z

urechnungsfahigk
eit

）
の
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
そ

の
心
理
強
制
説
の
後
退
と
規
範
的
責
任
論
の
勃
興
に
よ
り
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
主
題
は
期
待
可
能
性
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う

に
な
る
の
で

４
）

あ
る
。

カ
ン
ト
よ
り
も
先
に
進
ん
で
、
緊
急
避
難
を
後
に
「
法
的
に
自
由
な
領
域
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
観
点
か
ら
捉
え
る
の
が
フ
ィ
ヒ

テ
（
一
七
六
二
〜
一
八
一
四
）
で
あ
っ
た
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
を
論
評
し
て
、「
他
人
の
生
命
を
自
分
の
生
命
に
さ
さ
げ

る
べ
し
と
す
る
実
定
法
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
違
法
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
自
分
の
生
命
を
犠
牲
に
し
て
他
人
の
生
命
を

維
持
す
べ
し
と
の
他
人
の
実
定
法
上
の
権
利
と
争
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
場
合
、
法
と
い
う
の
は
そ
も
そ
も
問
題

と
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
然
は
二
人
の
生
き
る
権
利
を
撤
回
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
判
断
は
身
体
的
強
さ
、
恣
意
に
帰
す
る
」

と
論
ず
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
緊
急
状
況
に
お
い
て
は
、
法
は
そ
の
命
令
・
禁
止
を
撤
回
し
、
判
断
を
個
々
人
の
良
心
に
委
ね
た
の
で

５
）

あ
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
緊
急
避
難
を
違
法
性
阻
却
事
由
と
捉
え
る
道
を
開
い
た
の
は
ヘ
ー
ゲ
ル
（
一
七
七
〇
〜
一
八
三
一
）
で
あ
る
。
そ
の

『
法
哲
学
講
義
』
に
お
い
て
は
、
生
命
対
生
命
に
つ
き
、「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
を
例
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
に
依
拠
し
た
よ
う
で
は
あ
る
が
、

「
し
か
し
こ
の
一
人
の
人
間
の
、
生
命
の
自
由
へ
の
絶
対
的
な
要
求
に
対
し
て
他
人
の
権
利
の
特
殊
性
は
消
滅
し
ま
す
。
も
し
も
両
者
が
生

命
の
危
険
に
あ
り
、
そ
し
て
一
人
の
も
の
だ
け
が
板
に
つ
か
ま
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
は
法
喪
失
の
状
態
で
あ
り
、
そ
し

て
主
観
的
な
感
情
に
決
定
が
ゆ
だ
ね
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
で
は
も
は
や
法
と
不
法
と
が
問
題
で
は
な
く
て
、
高
潔
な
心
の
み
が
問
題
で
す
。

な
ぜ
な
ら
人
間
の
全
体
の
外
面
的
な
定
有
は
偶
然
性
の
事
柄
で
あ
る
の
で
、
こ
の
事
例
が
現
れ
う
る
の
で
す
」
と
論
じ
ら
れ
て

６
）

い
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
一
五
三
二
年
の
カ
ロ
リ
ナ
刑
事
法
典
第
一
六
六
条
に
定
め
ら
れ
て
い
た
飢
餓
窃
盗
に
つ
き
、
そ
の
著
『
法
哲
学
』
に
お
い

て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て

７
）

い
る
。
１
２
７
「
自
然
的
意
志
の
い
た
だ
く
も
ろ
も
ろ
の
関
心
が
そ
の
単
一
な
総
体
性
へ
と
総
括
さ
れ
る

場
合
、
そ
れ
ら
の
関
心
の
特
殊
性
は
、
生
命
と
し
て
の
一
定
の
人
格
的
存
在
で
あ
る
。
こ
の
生
命
が
最
高
度
の
危
険
に
瀕
し
て
、
他
人
の

合
法
的
な
所
有
と
衝
突
す
る
と
き
に
は
、
こ
の
生
命
は
緊
急
避
難
権
を
（
衡
平
と
し
て
で
は
な
く
、
権
利
と
し
て
）
要
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
」。
１
２
７
の
補
遺
（
緊
急
避
難
権
）「
生
命
は
諸
々
の
目
的
の
全
体
性
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
に
抽
象
的
な
権
利
に
反
す
る
権
利
も

も
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
一
片
の
パ
ン
を
盗
む
こ
と
で
生
命
が
永
ら
え
る
と
す
れ
ば
、
盗
む
こ
と
で
た
し
か
に
一
人
の
人
間
の
所
有
は

毀
損
さ
れ
は
す
る
が
、
こ
の
行
為
を
普
通
の
窃
盗
と
同
列
に
見
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
だ
ろ
う
。
生
命
の
危
機
に
瀕
し
た
人
間
が
、
自
己

を
保
存
す
べ
く
振
る
舞
う
こ
と
も
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
彼
は
無
権
利
な
人
間
と
決
め
つ
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
、
加
え

て
彼
に
は
生
き
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
彼
の
自
由
の
全
体
が
否
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
生
命
を
確
保
す
る
た
め
に
は

も
ち
ろ
ん
多
く
の
も
の
が
必
要
で
あ
り
、
そ
し
て
将
来
の
こ
と
ま
で
考
え
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
の
個
々
の
事
柄
に
関
わ
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
必
要
な
こ
と
は
も
っ
ぱ
ら
い
ま
を
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
将
来
は
、
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
偶
然
性
に
ゆ

だ
ね
ら
れ
た
状
態
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
目
前
の
現
在
の
必
要
だ
け
が
、
不
法
な
行
為
を
正
当
化
す
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
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の
不
法
な
行
為
を
実
行
し
な
い
な
ら
ば
、
ま
た
一
つ
の
、
し
か
も
最
高
の
不
法
を
犯
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

自
由
の
定
在
の
全
面
的
否
定
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
」。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
生
命
と
所
有
権
の
衝
突
事
例
を
基
に
、「
緊
急
権
」
を
法
論
か
ら

よ
り
の
け
る
こ
と
に
反
対
し
、
法
へ
引
き
戻
し
た
の
で
あ
る
。
生
命
の
危
う
い
状
況
に
あ
る
者
は
他
人
の
所
有
物
を
侵
害
し
て
も
、
そ
れ

は
緊
急
権
の
行
使
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
。「
生
命
が
獲
得
し
た
こ
の
権
利
は
、
緊
急
権（N

otrecht

）で
す
。
こ
こ
で
要
求
さ
れ
る
の
は
、

衡
平
で
は
な
く
一
つ
の
権
利
で
す
。
権
利
能
力
の
総
体
が
危
機
に
陥
っ
た
時
、
そ
の
時
に
の
み
こ
の
緊
急
権
が
要
求
さ
れ
る
の

８
）

で
す
」。
そ

の
後
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
論
は
、
生
命
対
所
有
権
に
限
定
さ
れ
ず
、
一
切
の
法
益
衝
突
に
拡
張
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
し
か
も
、
こ
の
傾
向

は
功
利
主
義
的
観
点
か
ら
促
進
さ
れ
る
こ
と
に
な

９
）

っ
た
。

カ
ン
ト
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
は
、
二
〇
世
紀
に
い
た
る
ま
で
一
元
説
と
い
う
形
で
ド
イ
ツ
語
圏
刑
法
学
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

す
な
わ
ち
、
緊
急
避
難
を
専
ら
免
責
事
由
と
捉

10
）

え
る
か
、
あ
る
い
は
、
正
当
化
事
由
と
捉

11
）

え
る
説
が
展
開
さ
れ
た
。
し
か
し
、
既
に
二
〇

世
紀
初
頭
に
、
正
当
化
緊
急
避
難
と
免
責
緊
急
避
難
を
分
け
る
二
分
説
も
有
力
に
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な

12
）

っ
た
。

２

法
規
定

ａ

日
本

我
が
国
の
旧
刑
法
第
七
五
条
は
、「
①
抗
拒
ス
可
カ
ラ
サ
ル
強
制
ニ
遇
ヒ
其
意
ニ
非
サ
ル
ノ
所
為
ハ
其
罪
ヲ
論
セ
ス
。
②
天

災
又
ハ
意
外
ノ
変
ニ
因
リ
避
ク
可
カ
ラ
サ
ル
危
難
ニ
遇
ヒ
自
己
若
ク
ハ
親
族
ノ
身
体
ヲ
防
衛
ス
ル
ニ
出
タ
ル
所
為
亦
同
シ
」
と
定
め
て
い

た
。
現
行
刑
法
第
三
七
条
は
、「
①
自
己
又
は
他
人
の
生
命
、
身
体
、
自
由
又
は
財
産
に
対
す
る
現
在
の
危
難
を
避
け
る
た
め
、
や
む
を
得

ず
に
し
た
行
為
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
害
が
避
け
よ
う
と
し
た
害
の
程
度
を
超
え
な
か
っ
た
場
合
に
限
り
、
罰
し
な
い
。
た
だ
し
、
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そ
の
程
度
を
超
え
た
行
為
は
、
情
状
に
よ
り
、
そ
の
刑
を
減
軽
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
②
前
項
の
規
定
は
、
業
務
上
特
別

の
義
務
あ
る
者
に
は
、
適
用
し
な
い
」と
定
め
て
い
る
。「
刑
法
改
正
政
府
提
出
案
理

13
）

由
書
」に
よ
る
と
、
現
行
規
定
へ
の
改
正
の
趣
旨
は
、

①
第
七
五
条
第
一
項
は
、
自
由
を
喪
失
し
た
場
合
の
規
定
で
あ
る
が
、
意
思
の
自
由
を
責
任
の
根
拠
と
為
す
や
否
や
は
学
説
に
譲
る
べ
き

で
あ
り
、
又
、
有
形
の
強
制
に
因
る
動
作
は
人
の
行
為
で
は
な
い
こ
と
が
明
白
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
削
除
す
べ
き
で
あ
る
。
②
第
七
五

条
第
二
項
は
、
攻
撃
さ
れ
た
も
の
を
「
自
己
若
ク
ハ
親
族
ノ
身
体
」
に
限
定
し
て
い
る
が
、
自
己
又
は
他
人
の
貴
重
な
権
利
で
あ
る
生
命
、

身
体
、
自
由
及
び
財
産
ま
で
保
護
を
広
げ
る
べ
き
で
あ
る
。
③
同
条
項
は
、
危
難
を
天
災
又
は
意
外
の
変
に
因
る
危
難
と
し
て
い
る
が
、

こ
う
し
た
例
示
的
文
字
は
無
用
で
あ
る
か
ら
、「
現
在
ノ
危
難
」と
為
し
、
語
を
簡
約
に
し
、
か
え
っ
て
そ
の
意
義
を
明
確
に
す
べ
き
。
④

第
七
五
条
は
、
危
難
を
防
衛
す
る
行
為
は
常
に
罪
に
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
が
、
権
利
保
護
の
必
要
に
出
た
行
為
で
あ
っ
て
も
、「
其
行
為

ヨ
リ
生
シ
タ
ル
害
避
ケ
ン
ト
シ
タ
ル
害
ヨ
リ
モ
大
ニ
シ
テ
畢
竟
保
護
セ
ン
ト
シ
タ
ル
権
利
ニ
比
ス
ハ
ハ
却
テ
重
大
ナ
ル
他
人
ノ
権
利
を
害

シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
其
行
為
ヲ
罪
ト
為
サ
サ
レ
ハ
遂
ニ
其
弊
ニ
堪
ヘ
サ
ル
ニ
至
ル
ヘ
キ
ヲ
以
テ
」、裁
判
所
に
攻
撃
さ
れ
た
権
利
と
侵
害

さ
れ
た
権
利
を
比
較
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
無
罪
又
は
刑
の
減
軽
、
免
除
あ
る
い
は
有
罪
が
可
能
に
な
る
よ
う
に
し
た
。
⑤
第
七
五
条
に

は
職
務
上
他
人
を
救
護
す
べ
き
特
別
の
義
務
あ
る
者
に
つ
い
て
の
規
定
を
欠
く
た
め
、「
往
往
危
険
ナ
ル
場
合
」を
生
じ
な
い
と
は
い
え
な

い
の
で
、
第
三
七
条
第
二
項
を
設
け
た
。

ｂ

ド
イ
ツ

一
五
三
二
年
の
カ
ロ
リ
ナ
刑
事
法
典
第
一
六
六
条
（
飢
餓
窃
盗
）
は
そ
の
後
の
一
般
的
緊
急
避
難
規
準
の
開
発
の
た
め

の
糸
口
と
な
る
特
殊
の
緊
急
避
難
規
定
を
定
め
て
い
た
し
、
普
通
ラ
ン
ト
法
第
一
一
一
五
条
は
身
体
、
生
命
の
危
険
を
救
う
た
め
の
物
の

窃
盗
に
お
い
て
恩
赦
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
定
め
て
い
た
が
、
一
八
七
一
年
の
ド
イ
ツ
帝
国
刑
法
典
は
、
一
八
五
一
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
刑

法
典
第
四
〇
条
と
同
じ
く
、
第
五
二
条
（
強
要
緊
急
避
難
）「
抵
抗
し
が
た
い
暴
行
又
は
脅
迫
」、
第
五
四
条
（
行
為
者
又
は
親
族
の
生
命
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又
は
身
体
に
対
す
る
危
難
）
で
行
為
者
の
特
別
の
精
神
的
窮
地
の
場
合
の
免
責
緊
急
避
難
し
か
定
め
て
い
な
か
っ
た
。
正
当
化
緊
急
避
難

の
規
定
は
一
九
七
五
年
一
月
一
日
施
行
の
現
行
刑
法
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
、
民
法
第
二
二
八
条
（
物
に

対
す
る
防
禦
的
緊
急
避
難
）、
同
第
九
〇
四
条
（
攻
撃
的
緊
急
避
難
）
の
規
定
し
か
な
く
、
刑
法
の
一
般
的
正
当
化
緊
急
避
難
規
定
が
必
要

で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
が
目
的
説
と
法
益
衡
量
説
の
展
開
に
繫
が
っ
た
の
で
あ
る
。
前
者
は
、
避
難
行
為
が
法
的

に
承
認
さ
れ
た
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
相
当
な
手
段
で
あ
る
と
き
、
そ
の
違
法
性
は
阻
却
さ
れ
る
べ
き
と

14
）

説
き
、
後
者
は
、
法
益
を
侵

害
し
て
も
、
そ
の
方
法
で
し
か
優
越
的
法
益
を
救
助
で
き
な
い
場
合
は
そ
の
違
法
性
は
阻
却
さ
れ
る
べ
き
と
説

15
）

い
た
。
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は

一
九
二
七
年
に
、
医
師
が
妊
婦
の
自
殺
を
回
避
す
る
た
め
に
妊
娠
中
絶
手
術
を
行
な
っ
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、
後
者
に
組
し
て
「
超

法
規
的
正
当
化
緊
急
避
難
」
を
承
認
し
た
の
で
（R
G
S
t 61,

242

）、
法
益
衡
量
説
が
一
九
六
〇
年
代
ま
で
有
力
説
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、

刑
法
新
総
則
の
準
備
作
業
過
程
で
、
法
益
衡
量
、
つ
ま
り
、
衝
突
す
る
法
益
間
の
抽
象
的
序
列
比
較
よ
り
も
広
く
、
あ
ら
ゆ
る
保
護
に
値

す
る
利
益
を
考
慮
す
る
利
益
衡
量
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
避
難
行
為
の
相
当
性
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
に

い
た
り
、
目
的
説
も
補
充
的
に
新
規
定
に
取
り
入
れ
ら

16
）

れ
た
。
一
九
七
五
年
の
ド
イ
ツ
刑
法
は
緊
急
避
難
を
違
法
性
阻
却
事
由
と
免
責
事

由
に
分
け
て
い
る
。
第
三
四
条（
正
当
化
緊
急
避
難
）「
生
命
、
身
体
、
自
由
、
名
誉
又
は
そ
の
他
の
法
益
に
対
す
る
他
の
方
法
を
も
っ
て

し
て
は
回
避
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
現
在
の
危
険
の
中
で
、
自
己
又
は
他
人
を
そ
の
危
険
か
ら
避
け
る
た
め
、
行
為
を
行
な
っ
た
者
は
、

対
立
す
る
利
益
、
殊
に
当
該
法
益
と
そ
れ
を
脅
か
し
て
い
る
危
険
の
程
度
と
を
衡
量
し
、
保
護
さ
れ
た
利
益
が
侵
害
さ
れ
た
利
益
を
は
る

か
に
超
え
て
い
る
と
き
は
、
違
法
に
行
為
を
し
た
も
の
と
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
行
為
が
、
危
険
を
回
避
す
る
た
め
に
適
切
な
手

段
で
あ
る
場
合
に
限
る
」。
第
三
五
条
第
一
項
第
一
文
（
免
責
緊
急
避
難
）「
生
命
、
身
体
又
は
自
由
に
対
す
る
他
の
方
法
を
も
っ
て
し
て

は
回
避
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
現
在
の
危
難
の
中
で
、
自
己
、
親
族
又
は
そ
の
他
の
自
己
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
者
を
そ
の
危
難
か
ら
回

避
さ
せ
る
た
め
に
、
違
法
行
為
を
行
な
っ
た
者
は
、
責
任
な
く
行
為
し
た
も
の
で
あ
る
」。
ド
イ
ツ
の
免
責
緊
急
避
難
規
定
に
は
、
オ
ー
ス

北研48(2・ )51 287

正当化緊急避難 ⑴



ト
リ
ア
刑
法
の
そ
れ
と
異
な
り
、
一
般
的
免
責
事
由
と
し
て
の
法
的
に
思
考
す
る
比
較
人
を
規
準
と
す
る
期
待
不
可
能
性
が
欠
如
し
て
い

る
。ｃ

オ
ー
ス
ト
リ
ア

オ
ー
ス
ト
リ
ア
旧
刑
法
第
二
条
第
一
項
の
定
め
る
「
抵
抗
し
が
た
い
強
制
」
は
免
責
緊
急
避
難
と
理
解
さ
れ
て

い
た
。
し
か
し
、
一
九
五
二
年
に
リ
ッ
ト

17
）

ラ
ー
が
、
一
九
五
九
年
に
は
プ
ラ
ッ
ツ
グ

18
）

マ
ー
が
正
当
化
緊
急
避
難
と
免
責
緊
急
避
難
に
分
け

る
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
た
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
高
等
法
院
（S
S
t 29 /83

）
も
、
一
九
五
八
年
に
法
に
誠
実
な
比
較
人
と
い
う
規
準
か
ら
の

免
責
に
だ
け
期
待
不
可
能
性
を
割
り
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
分
説
に
組
し
た
。
そ
の
後
、
刑
法
改
正
作
業
の
過
程
で
も
正
当
化
緊
急

避
難
と
免
責
緊
急
避
難
を
分
け
る
の
が
適
切
だ
と
い
う
認
識
が
支
配
的
に
な
り
、
現
在
で
は
、
前
者
の
明
文
の
規
定
は
存
在
し
な
い
も
の

の
、
二
分
説
が
通
説
と
な
っ
た
。
一
九
七
五
年
の
刑
法
第
一
〇
条
は
そ
れ
ま
で
一
般
的
超
法
規
的
免
責
事
由
だ
っ
た
期
待
不
可
能
性
を
明

文
化
し
た
。
第
一
〇
条
第
一
項（
免
責
緊
急
状
態
）「
自
己
又
は
他
人
の
急
迫
し
た
著
し
い
不
利
益
を
回
避
す
る
た
め
、
刑
を
科
さ
れ
て
い

る
所
為
を
な
し
た
者
は
、
そ
の
所
為
か
ら
生
じ
る
虞
の
あ
る
損
害
が
そ
の
回
避
し
よ
う
と
し
た
不
利
益
よ
り
不
相
当
に
重
く
な
く
、
か
つ

そ
の
行
為
者
の
状
態
に
あ
れ
ば
、
法
律
上
保
護
さ
れ
た
価
値
と
結
ば
れ
て
い
る
者
か
ら
も
他
の
行
動
を
期
待
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、

こ
れ
を
免
責
す
る
」。
注
目
に
値
す
る
の
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
第
三
五
条
と
は
異
な
り
、「
他
人
」
の
法
益
を
保
全
す
る
た
め
に
為
さ
れ
る
避

難
行
為
も
免
責
さ
れ
う
る
こ
と
で
あ
る
。
正
当
化
緊
急
避
難
は
、
法
全
体
か
ら
の
類
推
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
超
法
規
的
正

当
化
事
由
）。「
正
当
化
事
由
の
す
べ
て
が
諸
々
の
法
律
に
お
い
て
明
文
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
な
い
。
特
に
、
法
益
衡
量
の
視
点
か
ら
の

正
当
化
（
正
当
化
緊
急
避
難
）
は
法
律
の
ど
こ
に
も
ま
と
ま
っ
た
形
で
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
法
類
推
に
よ
っ
て
し
か
導
出
で
き

19
）

な
い
」。

ｄ

ス
イ
ス

ス
イ
ス
刑
法
旧
第
三
四
条
は
通
説
・
判
例
に
よ
っ
て
正
当
化
緊
急
避
難
と
免
責
緊
急
避
難
の
双
方
を
区
別
す
る
こ
と
な
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く
規
定
し
て
い
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
保
全
利
益
が
侵
害
利
益
に
優
越
し
て
い
る
と
明
確
に
い
え
な
い
と
き
、
免
責
緊
急
避
難
の

成
否
が
問
題
と
さ

20
）

れ
た
。
二
〇
〇
七
年
一
月
一
日
施
行
の
新
総
則
は
こ
れ
を
明
文
を
も
っ
て
分
け
た
。
第
一
七
条
（
正
当
化
緊
急
避
難
）

「
自
己
又
は
他
人
の
法
益
を
他
の
方
法
で
は
回
避
で
き
な
い
急
迫
の
危
険
か
ら
救
う
た
め
に
、
刑
を
科
せ
ら
れ
て
い
る
所
為
を
行
な
う
者

は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
よ
り
価
値
の
高
い
利
益
を
保
護
す
る
と
き
、
適
法
に
行
為
を
し
て
い
る
」。
第
一
八
条
（
免
責
緊
急
避
難
）「
⑴
自
己

又
は
他
人
を
、
身
体
、
生
命
、
自
由
、
名
誉
、
財
産
又
は
そ
の
他
の
価
値
の
高
い
法
益
に
対
す
る
他
の
方
法
で
は
回
避
で
き
な
い
急
迫
の

危
険
か
ら
救
う
た
め
、
刑
を
科
せ
ら
れ
て
い
る
所
為
を
行
な
っ
た
者
は
、
こ
の
者
に
危
険
に
晒
さ
れ
た
法
益
を
放
棄
す
る
こ
と
が
期
待
で

き
た
と
き
、
刑
を
減
軽
さ
れ
る
。
⑵
行
為
者
に
危
険
に
晒
さ
れ
た
利
益
を
放
棄
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
な
か
っ
た
と
き
、
行
為
者
は
責
任

な
く
行
為
し
た
も
の
で
あ
る
」。
第
一
七
条
は
保
全
法
益
が
侵
害
法
益
に
優
越
す
る
こ
と
、
そ
う
で
な
い
場
合
は
、
避
難
行
為
は
違
法
で
あ

る
こ
と
を
定
め
る
。
第
一
八
条
は
、
保
全
法
益
と
侵
害
法
益
が
同
等
で
あ
る
か
、
後
者
の
ほ
う
が
高
い
と
き
、
避
難
行
為
は
違
法
で
あ
る

が
、期
待
可
能
性
の
観
点
か
ら
責
任
阻
却
か
刑
の
減
軽
を
定
め
る
。い
ず
れ
に
せ
よ
、保
全
法
益
の
価
値
の
高
い
こ
と
が
要
求
さ
れ
て

21
）

い
る
。

３

学
説
の
状
況

我
が
国
に
お
け
る
緊
急
避
難
の
法
的
性
格
に
関
す
る
学
説
は
、
違
法
性
阻
却
一
元
説
、
責
任
阻
却
一
元
説
、
二
分

説
（
二
元
説
）
及
び
刑
罰
阻
却
事
由
説
に
大
別
さ
れ
う
る
。

ａ

違
法
性
阻
却
一
元
説

正
当
化
原
理
と
し
て
の
「
優
越
的
利
益
の
原
則
」
か
ら
、「
社
会
全
体
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
二
つ
の
法
益

の
い
ず
れ
か
が
失
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
き
は
、
誰
の
利
益
で
あ
れ
、
少
し
で
も
大
き
な
利
益
が
保
存
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」、
現
行

法
は
保
全
法
益
と
侵
害
法
益
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
処
罰
し
な
い
と
し
て
い
る
が
、「
こ
れ
は
か
な
り
割
り
切
っ
た
『
社
会
的
な
考
え
方
』」

だ

22
）

と
か
、
緊
急
避
難
は
「
そ
の
前
提
要
件
に
於
て
自
己
又
は
『
他
人
』
の
生
命
乃
至
財
産
に
対
す
る
現
在
の
危
難
の
あ
る
こ
と
を
以
て
足
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り
、
其
の
避
難
行
為
に
つ
き
法
益
の
権
衡
を
必
要
と
す
る
規
定
か
ら
推
測
し
て
、
…
…

行
為
の
違
法
性
そ
の
も
の
を
阻
却
す
る
と
考
え

ざ
る
を
得

23
）

な
い
」
と
論
ぜ
ら
れ
る
。

違
法
性
阻
却
一
元
説
の
中
に
は
、
民
法
の
規
定
と
調
和
さ
せ
る
た
め
に
、
緊
急
避
難
は
原
則
と
し
て
不
可
罰
的
違
法
行
為
（
可
罰
的
違

法
阻
却
事
由
）
で
あ
り
、
例
外
的
に
適
法
行
為
（
正
当
化
事
由
）
で
あ
る
と
す
る
見
解
が

24
）

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
危
難
が
人
の
適
法
行
為

に
由
来
す
る
場
合
、
民
法
が
第
三
者
へ
の
危
難
転
嫁
を
認
め
て
お
ら
ず
、
民
法
上
は
不
法
行
為
を
構
成
す
る
が
、
刑
法
上
は
第
三
七
条
第

一
項
の
要
件
を
満
た
す
限
り
緊
急
避
難
と
な
る
。
こ
の
場
合
の
緊
急
避
難
は
民
法
と
の
関
係
か
ら
不
可
罰
的
違
法
行
為
で
あ
る
。
②
物
よ

り
生
じ
た
危
難
を
第
三
者
に
転
嫁
し
た
場
合
も
、
民
法
上
は
不
法
行
為
を
構
成
す
る
が
、
刑
法
上
は
第
三
七
条
第
一
項
の
要
件
を
満
た
す

限
り
緊
急
避
難
と
な
る
。
こ
の
場
合
の
緊
急
避
難
も
民
法
と
の
関
係
か
ら
不
可
罰
的
違
法
行
為
で
あ
る
。
③
危
難
が
人
の
不
法
行
為
に
由

来
す
る
場
合
、
例
え
ば
、
不
法
行
為
者
の
暴
行
を
避
け
る
た
め
に
第
三
者
の
家
の
垣
根
を
破
壊
し
て
脱
出
す
る
と
き
、
民
法
上
は
正
当
防

衛
が
成
立
す
る
（
民
法
第
七
二
〇
条
第
一
項
但
書
）
が
、
刑
法
上
は
緊
急
避
難
が
成
立
す
る
。
民
法
上
、
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
の
は
不

法
行
為
者
で
あ
っ
て
、
避
難
行
為
者
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
場
合
の
緊
急
避
難
は
完
全
な
適
法
行
為
で

25
）

あ
る
。
④
危
難
が
物
に
由
来

し
、
避
難
行
為
者
が
そ
の
物
を
毀
損
し
た
場
合
、
民
法
上
は
緊
急
避
難
と
し
て
適
法
（
民
法
第
七
二
〇
条
第
二
項
）
で
あ
り
、
こ
の
い
わ

ゆ
る
「
対
物
防
衛
」
は
刑
法
上
は
（
正
当
防
衛
と
解
す
る
に
せ
よ
緊
急
避
難
と
解
す
る
に
せ
よ
）
完
全
に
適
法
で
あ
る
。

優
越
的
利
益
の
原
則
が
妥
当
し
な
い
場
合
、
つ
ま
り
、
保
全
（
さ
れ
る
）
法
益
と
侵
害
（
さ
れ
る
）
法
益
と
が
同
価
値
の
場
合
に
は
、

「
侵
害
利
益
と
保
全
利
益
と
は
差
引
ゼ
ロ
で
あ
る
か
ら
秩
序
破
壊
は
存
在
せ
ず
」、し
た
が
っ
て
、避
難
行
為
は
消
極
的
な
形
で
是
認
さ

26
）

れ
る

と
か
、
可
罰
的
違
法
性
が
欠

27
）

け
る
と
か
、
さ
ら
に
は
、
放
任
行
為
で

28
）

あ
る
と
か
の
説
明
が
な
さ
れ
る
。
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ｂ

責
任
阻
却
一
元
説

本
説
は
、「
緊
急
状
態
と
は
い
え
、
一
法
益
の
危
険
を
他
の
法
益
の
犠
牲
に
お
い
て
救
う
こ
と
は
法
律
上
是
認

を
受
け
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
法
益
を
侵
害
す
る
と
ゆ
う
範
囲
に
お
い
て
違
法
の
判
断
を
受
く
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
法
は
、
危

険
を
転
嫁
せ
ら
れ
た
者
に
損
害
を
忍
受
す
べ
き
こ
と
、
損
害
賠
償
を
断
念
す
べ
き
こ
と
を
要
求
す
る
根
拠
を
欠
く
」、「
た
だ
他
の
方
法
を

と
る
こ
と
を
期
待
し
得
な
い
と
ゆ
う
点
に
責
任
阻
却
原
因
を
認
め
る
立
場
が
最
も
適
切
に
緊
急
状
態
の
本
質
を
説
明
し
得
る
」
と
論
じ

29
）

た
り
、
避
難
行
為
者
は
自
己
に
降
り
か
か
っ
た
災
厄
を
他
に
転
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
そ
れ
が
刑
法
上
罰
せ
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い

る
の
は
、
本
来
利
己
的
な
人
間
の
弱
点
に
対
し
て
法
が
寛
容
の
態
度
を
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
加
害
行
為
そ
の
も
の
が
違
法
で
あ
る
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
が
、
た
だ
こ
の
寛
容
の
態
度
の
ゆ
え
に
責
任
を
認
め
な
い
こ
と
と
し
た
だ
け
で
あ
る
」と
論
じ
、
さ
ら
に
、「
自
己
の
責

任
ま
た
は
不
運
に
よ
っ
て
危
難
に
直
面
し
た
者
を
保
護
す
る
よ
り
は
、
な
ん
ら
の
理
由
な
く
し
て
そ
の
危
難
を
転
嫁
さ
れ
よ
う
と
す
る
第

三
者
を
こ
そ
、
い
っ
そ
う
厚
く
保
護
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
第
三
者
の
保
護
に
厚
い
責
任
阻
却
説
に
従
う
の
が
正
当

で
あ
る
」
と
主
張

30
）

す
る
。

ｃ

二
分
説

本
説
は
緊
急
避
難
を
二
元
的
に
理
解
し
、違
法
性
阻
却
事
由
に
な
る
場
合
と
責
任
阻
却
事
由
に
な
る
場
合
と
を
認
め
る
。

ａ
ａ

原
則
・
違
法
性
阻
却
、
例
外
・
責
任
阻
却
事
由
説

本
説
は
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

①

保
全
法
益
が
侵
害
法
益
に
優
越
す
る
と
き
は
違
法
性
阻
却
事
由
で
あ
る
が
、
法
益
の
大
き
さ
が
同
一
で
あ
っ
て
大
小
の
比
較
が
で

き
な
い
場
合
は
、
期
待
不
可
能
性
に
よ
る
責
任
阻
却
事
由
で
あ
る
と

31
）

説
く
。
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基
本
的
に
本
説
に
立
つ
が
、
民
法
と
の
調
和
の
観
点
か
ら
、
優
越
的
利
益
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
違
法
性
阻
却
、
そ
の
う
ち
、
民
法
上

違
法
な
場
合
は
可
罰
的
違
法
性
阻
却
、
法
益
同
価
値
の
場
合
は
責
任
阻
却
と
す
る
見
解
も

32
）

あ
る
。
さ
ら
に
、
法
秩
序
全
体
と
の
調
和
の
観

点
か
ら
、
保
全
法
益
が
優
越
す
る
場
合
に
は
違
法
性
阻
却
、
そ
の
う
ち
、
他
の
非
刑
罰
法
令
に
お
い
て
違
法
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
可

罰
的
違
法
性
阻
却
、
保
全
法
益
が
軽
微
な
優
越
に
す
ぎ
な
い
場
合
も
可
罰
的
違
法
性
阻
却
、
利
益
同
等
の
場
合
に
は
可
罰
的
責
任
阻
却
と

す
る
見
解
も
あ
る
。
可
罰
的
責
任
阻
却
の
理
由
と
し
て
二
重
の
責
任
減
少
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
不
法
の
減
少
に
と
も
な
う
責
任
の
減
少
の
み

な
ら
ず
、
心
理
的
圧
迫
に
よ
る
固
有
の
責
任
も
低
下
し
、
両
者
併
せ
て
責
任
の
減
少
も
著
し

33
）

い
」
と
。

②

生
命
対
生
命
又
は
身
体
対
身
体
と
い
う
関
係
に
あ
る
と
き
は
責
任
が
阻
却
さ
れ
、そ
の
他
の
場
合
は
違
法
性
阻
却
事
由
と
解
す
る
。

本
説
に
よ
れ
ば
、
生
命
・
身
体
に
関
す
る
緊
急
避
難
が
責
任
阻
却
と
解
さ
れ
る
の
は
同
価
値
の
法
益
の
対
立
の
場
合
で
あ
る
か
ら
で
は
な

い
。「
生
命
又
は
身
体
は
人
格
の
根
本
的
要
素
で
あ
っ
て
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
は
い
か
な
る
尺
度
に
よ
っ
て
も
相
互
に
比
較
し
得
な
い
も

の
で
あ
る
と
同
時
に
、
社
会
生
活
は
そ
の
よ
う
な
人
格
者
の
結
合
に
お
い
て
成
立
し
、
人
格
の
尊
重
・
保
護
は
法
秩
序
の
基
本
的
要
請
で

あ
り
、
且
つ
、
人
格
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
手
段
と
す
る
こ
と
を
許
さ
ず
常
に
自
己
目
的
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
が
法
の
本

質
的
立
場
で
あ
る
」。
し
た
が
っ
て
、
生
命
・
身
体
に
関
す
る
緊
急
避
難
は
違
法
で
あ
る
。「
し
か
し
、
社
会
生
活
は
同
時
に
個
人
の
自
己

保
存
能
力
を
考
慮
し
、
行
為
者
の
動
機
決
定
の
面
に
お
い
て
、
一
般
人
の
見
地
か
ら
見
て
、
適
法
行
為
の
決
意
に
出
る
こ
と
が
期
待
し
得

な
い
場
合
は
期
待
可
能
性
を
欠
く
も
の
と
し
て
責
任
が
阻
却
せ
ら

34
）

れ
る
」。
但
し
、
本
説
か
ら
も
、「
身
体
対
身
体
の
ば
あ
い
は
、
当
事
者

の
自
由
な
意
思
決
定
が
制
限
す
る
ほ
ど
の
重
大
な
健
康
な
い
し
身
体
の
完
全
性
に
対
す
る
侵
害
が
存
す
る
ば
あ
い
の
み
責
任
阻
却
が
問
題

に
な
る
」
が
「
右
の
重
大
な
身
体
侵
害
を
避
け
る
た
め
他
人
に
軽
微
な
身
体
侵
害
を
加
え
る
ば
あ
い
は
、
違
法
阻
却
事
由
」
だ
と
さ

35
）

れ
る
。
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ｂ
ｂ

原
則
・
責
任
阻
却
、
例
外
・
違
法
性
阻
却
事
由
説

本
説
は
、
緊
急
避
難
は
原
則
と
し
て
責
任
阻
却
事
由
に
基
づ
き
不
可
罰
だ

が
、
但
し
、
衝
突
す
る
両
法
益
の
間
に
比
較
し
が
た
い
ほ
ど
の
著
し
い
差
が
あ
る
と
き
、
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
説
く
。
危
難
転
嫁
を

本
質
と
す
る
緊
急
避
難
は
、
正
当
な
第
三
者
の
法
益
を
侵
害
す
る
の
で
違
法
で
あ
る
が
、
適
法
行
為
の
期
待
可
能
性
が
な
い
の
で
責
任
が

阻
却
さ
れ
る
。
し
か
し
、
例
外
的
に
、
著
し
く
大
き
な
利
益
を
救
う
た
め
の
避
難
行
為
は
、
他
に
方
法
が
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
、「
そ

の
限
り
で
優
越
的
利
益
の
原
則
の
妥
当
す
る
こ
と
を
国
民
観
念
が
是
認
す
る
か
ら
」、
違
法
性
が
阻
却
さ

36
）

れ
る
。

基
本
的
に
本
説
に
立
ち
な
が
ら
、
法
益
同
価
値
の
場
合
で
も
例
外
的
に
違
法
性
阻
却
を
認
め
る
見
解
が

37
）

あ
る
。
そ
の
一
は
、
保
全
行
為

者
と
被
侵
害
者
の
双
方
と
も
危
難
に
遭
遇
し
て
い
る
場
合（
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
の
例
、
ミ
ニ
ョ
ネ
ッ
ト
号
事
件
の
例
）、
法
益
保
全
行
為

を
禁
止
す
れ
ば
、
全
員
に
対
し
死
を
選
ぶ
こ
と
以
外
の
選
択
肢
を
の
こ
さ
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
一
人
で
も
生
き
残
る
こ
と
の

方
が
全
員
が
死
ぬ
よ
り
も
よ
り
よ
い
の
で
、
違
法
性
阻
却
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
二
は
、
危
難
の
発
生
源
と
な
っ
て
い
る
法
益
に
向
け
ら

れ
た
場
合（
防
禦
的
緊
急
避
難
）、
例
え
ば
、
互
い
の
身
体
を
綱
で
結
ん
で
完
璧
登
攀
を
し
て
い
る
甲
と
乙
の
う
ち
、
乙
が
崖
か
ら
転
落
し
、

甲
が
綱
で
乙
の
身
体
を
支
え
る
状
況
で
、
支
え
き
れ
な
く
な
っ
た
甲
が
綱
を
切
っ
て
乙
を
転
落
さ
せ
死
亡
さ
せ
た
と
い
う
場
合
と
か
、
強

盗
犯
人
に
追
わ
れ
逃
走
し
て
い
る
甲
（
危
険
源
）
が
乙
の
法
益
を
侵
害
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
乙
は
甲
に
対
し
て
正
当
防
衛
を
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
緊
急
避
難
と
し
て
甲
の
法
益
を
侵
害
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
の
三
は
、
同
一
人
の
複
数
法
益
の
間
で
保
全
法
益
と
侵

害
法
益
が
内
部
的
に
衝
突
す
る
場
合
、
例
え
ば
、
火
災
で
燃
え
盛
る
家
屋
の
三
階
に
取
り
残
さ
れ
、
焼
死
の
迫
っ
て
い
る
子
ど
も
を
、
よ

う
や
く
そ
こ
に
辿
り
着
い
た
救
助
者
が
最
悪
の
事
態
を
避
け
る
た
め
に
、
そ
の
子
を
窓
か
ら
外
に
投
げ
下
ろ
す
場
合
で
あ
る
。

ｄ

刑
罰
阻
却
事
由
説

本
説
に
よ
る
と
、
道
義
の
準
則
か
ら
も
、
法
律
の
根
本
的
意
義
か
ら
も
、
自
己
の
利
益
の
た
め
他
人
の
正
当
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な
利
益
を
侵
害
し
得
べ
き
理
由
が
な
い
の
で
、
避
難
行
為
は
善
良
と
は
い
え
ず
、
適
法
で
な
い
。「
法
律
カ
緊
急
避
難
行
為
ヲ
罰
セ
サ
ル
所

以
ハ
人
情
ノ
弱
点
ヲ
斟
酌
シ
刑
法
上
斯
ル
行
為
ヲ
不
問
ニ
付
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
…
…
人
ノ
性
情
ニ
付
テ
稽
フ
レ
ハ
凡
ソ
人
ハ
他
人
ノ
利

益
ヨ
リ
ハ
寧
ロ
自
己
又
ハ
其
愛
ス
ル
者
ノ
利
益
ヲ
重
シ
ト
ス
ル
傾
向
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
緊
急
状
態
（
危
難
）
ニ
際
シ
テ
ハ
自
己
ノ
利

益
ノ
為
メ
他
人
ノ
利
益
ヲ
侵
害
ス
ル
コ
ト
ア
ル
ハ
人
情
止
ム
ヲ
得
サ
ル
結
果
ナ
レ
ハ
之
ヲ
罰
セ
サ
ル
コ
ト
」
に

38
）

し
た
。

４

緊
急
避
難
の
根
拠

ａ

正
当
化
緊
急
避
難

ド
イ
ツ
語
圏
刑
法
に
お
い
て
は
、
立
法
・
学
説
に
お
い
て
正
当
化
緊
急
避
難
と
免
責
緊
急
避
難
に
分
け
る
二

分
説
が
支
配
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
が
国
で
は
上
述
し
た
よ
う
に
諸
説
の
乱
立
が
見
ら
れ
る
が
、
や
は
り
優
越
利
益
の
原
則
に
基
づ
く

正
当
化
緊
急
避
難
と
期
待
不
可
能
性
に
基
づ
く
免
責
緊
急
避
難
に
分
け
る
二
分
説
が
妥
当
で
あ
る
。
緊
急
避
難
と
い
う
の
は
同
質
の
法
現

象
で
は
な
く
、
二
つ
の
異
質
の
法
現
象
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
単
一
の
原
理
で
す
べ
て
の
緊
急
避
難
を
基
礎
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
同
じ
条
文
に
異
な
っ
た
犯
罪
阻
却
事
由
が
規
定
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
に
対
す
る

39
）

疑
問
」が
提
起
さ
れ
る
が
、刑
法
第
三
七
条
は「
罰

し
な
い
」
と
定
め
る
だ
け
で
、
不
処
罰
の
理
由
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
二
分
説
へ
の
法
規
定
上
の
障
害
は
な
い
と

い
え

40
）

よ
う
。

超
個
人
主
義
的
・
集
団
主
義
的
観
点
か
ら
す
る
と
、
正
当
化
緊
急
避
難
は
、
よ
り
価
値
の
高
い
法
益
な
い
し
利
益
（
保
全
利
益
）
が
他

の
よ
り
価
値
の
低
い
法
益
な
い
し
利
益
（
侵
害
利
益
）
を
犠
牲
に
し
て
し
か
救
わ
れ
な
い
状
況
に
関
係
す
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
の
利
益

を
侵
害
す
る
こ
と
が
他
方
の
利
益
を
保
護
す
る
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
全
体
社
会
の
利
益
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
は
、
よ
り
価
値
の
低
い
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法
益
を
犠
牲
に
し
て
よ
り
高
い
価
値
の
法
益
を
救
う
の
が
許
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
方
が
社
会
的
に
有
益
だ
か
ら
で
あ
る
（
費
用
｜
便
益
・

計
算
と
い
う
功
利
主
義
）。
そ
こ
か
ら
、
優
越
的
利
益
の
原
則
（
法
益
衡
量
の
原
則
）
が
導
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
保
全
法
益

者
の
「
緊
急
権
」
基
礎
付
け
か
ら
侵
害
法
益
者
の
「
緊
急
義
務
」
が
導
か
れ
、
正
当
化
緊
急
避
難
に
対
す
る
正
当
防
衛
と
い
う
の
は
あ
り

え
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
法
益
な
い
し
利
益
の
優
劣
性
が
明
白
に
認
識
さ
れ
る
場
合
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に

41
）

な
る
。

し
か
し
、
利
益
衡
量
に
基
づ
く
正
当
化
緊
急
避
難
は
個
人
主
義
的
観
点
か
ら
も
基
礎
付
け
ら
れ
う
る
。
社
会
の
総
利
益
と
い
う
観
点
か

ら
は
、
一
方
の
者
の
行
為
自
由
の
範
囲
が
無
関
与
の
他
者
の
不
利
益
に
お
い
て
拡
大
さ
れ
て
も
よ
い
、
つ
ま
り
、
尊
重
さ
れ
る
無
関
与
者

に
忍
受
義
務
を
課
し
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
が
基
礎
付
け
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
個
人
主
義
的
観
点
か
ら
は
、
避
難
行
為
に
よ
っ
て
被
害

を
蒙
る
者
は
、
無
関
与
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
犠
牲
に
な
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
の
根
拠
は
連
帯
（S

olidaritat

）
に
求
め

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
刑
法
は
禁
止
・
命
令
を
通
し
て
人
の
様
々
な
自
由
を
保
障
す
る
の
で
あ
る
が
、
他
方
で
、
社
会
倫
理
に
根

ざ
し
た
法
共
同
体
の
連
帯
と
い
う
法
原
則
も
承
認
さ
れ
る
。
人
は
い
つ
何
時
他
人
を
犠
牲
に
し
て
自
己
救
出
を
す
る
状
況
に
陥
る
か
も
し

れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
、
既
に
他
人
を
犠
牲
に
し
て
自
己
救
出
を
図
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
緊
急
状
態
を
元
に
復
す

る
必
要
が
あ
る
と
き
、
人
に
は
最
小
限
の
（
受
身
の
）
相
互
連
帯
義
務
が
要
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
互
恵
性
）。
こ
の
よ
う
に
、
保
全
法

益
者
の
「
緊
急
権
」
は
侵
害
法
益
者
の
「
連
帯
義
務
」
か
ら
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
無
関
与
の
者
で
あ
っ
て
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ

の
犠
牲
に
お
い
て
他
人
の
利
益
が
救
助
さ
れ
る
こ
と
を
忍
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
保
全
利
益
が
侵
害
利
益
よ
り
も
大
き
い

場
合
に
限
ら

42
）

れ
る
。
結
局
、
正
当
化
緊
急
避
難
の
超
個
人
主
義
的
観
点
と
個
人
主
義
的
観
点
か
ら
の
基
礎
付
け
は
相
補
的
関
係
に
あ
り
、

優
越
的
利
益
の
原
則
は
超
個
人
主
義
的
・
集
団
主
義
的
観
点
か
ら
も
個
人
主
義
的
観
点
か
ら
も
導
出
さ
れ
う
る
の
で

43
）

あ
る
。
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正
当
化
緊
急
避
難
と
い
う
の
は
、
可
罰
的
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
文
字
通
り
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
民
法

上
違
法
な
場
合
に
は
、
避
難
行
為
の
可
罰
的
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
可
罰
的
違
法
性
が
阻
却
さ
れ

る
に
す
ぎ
な
い
と
き
、
避
難
行
為
に
対
す
る
正
当
防
衛
が
許
さ
れ
る
と
す
る
の
で
は
、
正
当
化
緊
急
避
難
の
意
義
が
失
な
わ
れ
て
し
ま
う
。

緊
急
避
難
の
場
合
の
民
法
上
の
損
害
賠
償
請
求
権
は
民
法
上
も
適
法
な
行
為
に
対
す
る
補
償
請
求
権
な
の
で

44
）

あ
る
。

ｂ

免
責
緊
急
避
難

免
責
緊
急
避
難
は
、
保
全
法
益
な
い
し
利
益
が
侵
害
法
益
な
い
し
利
益
と
同
値
か
そ
の
優
劣
関
係
が
不
分
明
な

場
合
に
関
係
す
る
。
免
責
緊
急
避
難
は
正
当
化
緊
急
避
難
か
ら
目
的
設
定
、
構
造
及
び
基
礎
に
お
い
て
異
な
る
。
形
式
的
に
は
、
両
者
と

も
に
現
在
の
緊
急
事
態
を
前
提
と
し
て
お
り
、
異
な
っ
た
態
様
で
は
あ
る
が
、
法
益
衡
量
の
原
則
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
両
形
態
の
相
違
、
つ
ま
り
、
違
法
性
と
責
任
の
相
違
は
重
要
で
あ
る
。
不
法
に
お
い
て
は
、
法
益
保
護
が
問
題
と
な
る
。
一
定
の
状

況
に
お
い
て
、
法
益
の
価
値
に
違
い
が
あ
る
と
き
、
よ
り
低
い
価
値
が
よ
り
高
い
価
値
の
犠
牲
に
な
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
免
責
緊
急
避
難
の
基
礎
に
は
期
待
可
能
性
と
い
う
規
範
的
責
任
概
念
が
あ
る
。
心
理
学
的
責
任
前
提
条
件
（
責
任
能
力
、
不
法
の
意

識
）
が
欠
如
す
る
と
き
、
行
為
は
責
任
阻
却
さ
れ
る
が
、
適
法
行
為
の
期
待
可
能
性
が
欠
如
す
る
と
き
、
行
為
は
免
責
さ
れ
る
。
行
為
者

は
、
そ
の
違
法
な
行
為
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
異
常
に
切
迫
し
た
外
的
状
況
に
由
来
す
る
心
理
的
圧
迫
状
態
に
あ
る
た
め
大
目
に
見
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
行
為
者
の
心
情
は
そ
れ
自
体
法
に
忠
実
で
あ
る
。
法
は
「
一
般
的
に
も
っ
と
も
な
人
間
の
弱
さ
」
を
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い（「
わ
が
身
ほ
ど
か
わ
い
い
も
の
は
な
い
」）。
そ
の
た
め
に
は
、
異
常
な
状
況
の
下
で
、
行
為
者
の
状
況
に
い
る
、
行
為
者
の
性
質
を

有
す
る
、
虚
構
の
、
法
に
誠
実
な
比
較
人
か
ら
も
、
も
は
や
抵
抗
が
で
き
な
い
と
見
ら
れ
る
と
き
、
行
為
者
に
適
法
な
行
為
の
期
待
が
で

き
な
い（
客
観
的
社
会
倫
理
的
責
任
概
念
）。
規
準
人
で
も
違
法
行
為
を
し
か
ね
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、
行
為
者
を
処
罰
す

る
な
ら
、
人
々
は
正
義
が
実
現
し
た
と
は
感
じ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
刑
罰
の
予
防
目
的
も
果
た
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。
法
は
、
法
の
命
令
に
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万
難
を
排
し
て
従
う
、
英
雄
や
聖
人
の
克
己
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
。
免
責
緊
急
避
難
は
違
法
性
の
次
元
で
利
益
衡
量
の
結
果
正
当

化
さ
れ
な
い
場
合
の
受
け
皿
と
し
て
の
機
能
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
免
責
緊
急
避
難
行
為
に
よ
っ
て
不
利
益
を
蒙
る
者
は
、
正
当
化
緊
急

避
難
と
は
異
な
り
、
正
当
防
衛
権
を
有

45
）

す
る
。

（
つ
づ
く
）

注１
）

I.
K
a
n
t,
D
ie M

eta
p
h
y
sik d

er S
itten

(R
ecla
m
 
1990),

73 f.

樽
井
正
義
、
池
尾
恭
一
（
訳
）『
人
倫
の
形
而
上
学
』﹇
カ
ン
ト
全
集
11
﹈
二
〇
〇

二
年
・
五
四
頁
以
下
）。

２
）

V
g
l.
K
.
K
u
h
l,
Z
u
r rech

tsp
h
ilo
so
p
h
isch
en B

eg
ru
n
d
u
n
g d
es rech

tfertig
en
d
en N

o
tsta
n
d
s,
in L
en
ck
n
er-F
S
,
1998,

143 ff,
146 f.

「
主
観
的
不
処
罰
」
は
当
初
、
免
責
事
由
と
理
解
さ
れ
た
。K

.
Ja
n
k
a
,
D
er stra

frech
tlich

e N
o
tsta
n
d
,
1878,

87.

こ
れ
に
対
し
、
ボ
ッ
ケ
ル
マ
ン

は
、
カ
ン
ト
は
免
責
論
で
は
な
く
、
法
的
無
拘
束
論
（E

x
em
p
tio
n
sleh
re

）
を
展
開
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
の
例
で
、
溺
死
と
い
う

「
死
刑
」が
迫
っ
て
い
る
と
き
、
強
制
法
と
し
て
の
法
は
役
立
た
な
い
。
カ
ン
ト
理
論
で
は
、
法
と
い
う
の
は
常
に
強
制
権
能
を
伴
う
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
、
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
の
状
況
は
カ
ン
ト
の
法
概
念
を
免
れ
て
い
る
。
切
迫
す
る
害
悪
（
溺
死
）
が
強
制
害
悪
に
相
応
し
、
し
か
も
、
か
な
り
確
実
に
発

生
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
法
の
強
制
力
が
法
規
範
の
現
実
の
力
と
し
て
有
効
に
働
か
な
い
の
で
あ
り
、
そ
う
す
る
と
、
法
の
機
能
は
失
わ
れ
る
と
。P.

B
o
ck
el-

m
a
n
n
,
H
eg
els N

o
tsta
n
d
sleh
re,
1935,

5.
ff.

マ
イ
ス
ナ
ー
は
ボ
ッ
ケ
ル
マ
ン
説
を
批
判
す
る
。
カ
ン
ト
の
刑
罰
理
論
に
つ
い
て
は
、
刑
の
警
告
（
法
定
刑
）
と
科
刑
と
が
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

カ
ン
ト
の
絶
対
的
刑
罰
理
論
は
科
刑
と
だ
け
関
係
し
て
い
る
。
刑
の
警
告
で
は
、
他
律
的
意
思
決
定
の
可
能
性
が
問
題
と
な
る
。
そ
れ
故
、
カ
ン
ト
は
「
害

悪
へ
の
恐
怖
」
と
い
う
こ
と
を
云
う
。
法
強
制
の
手
段
と
し
て
の
刑
罰
の
威
嚇
要
素
は
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
の
事
例
で
は
働
か
な
い
。
そ
の
帰
結
は
、
行
為

者
を
理
性
に
反
す
る
行
為
か
ら
妨
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
処
罰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
云
う
意
味
で
不
処
罰
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
刑
の
警
告
が

働
く
余
地
に
無
い
と
き
、
科
刑
と
い
う
の
も
あ
り
え
な
い
。
緊
急
権
は
法
か
ら
免
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
緊
急
権
に
あ
っ
て
は
法
的
効
果
だ
け
が
機
能
し

な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
法
的
に
自
由
な
領
域
で
は
な
く
、
強
制
機
構
が
作
動
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
。A

.
M
eiβ
n
er
,
D
ie

 
In
teresen

a
b
w
a
g
u
n
g
sfo
rm
eln d

er V
o
rsch
rift u

b
er d
en rech

tfertig
en
d
en N

o
tsta
n
d
(
34 S

tG
B
),
1990,

84 f.
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）
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.
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F
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r S
tra
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d
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u
fl.,2010,

34 R
n 2.

な
お
、
内
田
文
昭
『
刑
法
概
要

中
巻
』
一
九
九
九

年
・
一
二
一
頁
は
、
カ
ン
ト
の
考
え
方
は
「
人
的
処
罰
阻
却
事
由
説
」
と
し
て
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
考
え
方
は
「
責
任
阻
却
事
由
説
」
と
し
て
、
そ
の

後
の
学
説
に
強
い
影
響
を
与
え
た
と
指
摘
す
る
。

５
）

J.
G
.
F
ich
te,
G
ru
n
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e d
es N
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246 f.

参
照
、
森
下
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『
緊
急
避
難
の
研
究
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一
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。
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村
浩
爾
・
牧
野
広
義
・
形
野
清
貴
・
田
中
幸
世
（
訳
）『
ヘ
ー
ゲ
ル
法
哲
学
講
義
録1819/20

』
二
〇
〇
二
年
・
五
四
頁
）。

９
）

A
.
F
.
B
ern
er
,
L
eh
rb
u
ch d
es d
eu
tsch
en S

tra
frech

ts,
4.
A
u
fl.,
1868,

134 f.

緊
急
権
と
し
て
の
緊
急
避
難
は
、
緊
急
状
況
に
あ
る
人
が
、
自

己
の
権
利
を
、
他
人
の
権
利
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
う
こ
と
を
し
な
い
代
わ
り
に
そ
の
ま
ま
滅
亡
さ
せ
て
し
ま
え
ば
、
事
柄
を
正
し
く
理
解
し
な

い
で
行
動
す
る
と
い
え
る
す
べ
て
の
場
合
を
含
む
）。v

g
l.
K
.
K
u
h
l,S
tra
frech

t A
T
,6.A

u
fl.,2008,

8 R
n 5;
N
eu
m
a
n
n
,(F
n
.4),

34 R
n 1;

W
.

K
u
p
er
,
G
ru
n
d
sa
tzfra

g
en d

er
” D
ifferen

zieru
n
g
“
zw
isch
en R

ech
tfe rtig

u
n
g u
n
d E
n
tsch
u
ld
ig
u
n
g
,
Ju
S 1987,

81 ff.,
84.

10
）

M
.
E
.
M
a
yer
,
D
er a
llg
em
ein
e T
eil d

es d
eu
tsch
en S

tra
frech

ts,
2.
A
u
fl.,
1923,

304 ff.

11
）

R
.
v
.
H
ip
p
el,
D
eu
tsch
es S
tra
frech

t,
B
d
.2,
1930,

231 ff.

12
）

二
分
説
の
背
景
に
は
、
社
会
有
害
性
と
い
う
観
点
か
ら
の
違
法
性
の
実
質
的
考
察
の
必
要
性
、
及
び
、
規
範
的
責
任
論
の
展
開
が
あ
っ
た
。J.

G
o
ld
sch
-

m
id
t,
D
er N

o
tsta
n
d
,
ein S

ch
u
ld
p
ro
b
lem
,
Ö
sterr.

Z
eitsch

rift fu
r S
tra
frech

t,
1913,

129 ff.

ゴ
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
正
当
化
事
由
と
し
て
の

緊
急
権
を
責
任
問
題
と
し
て
の
免
責
緊
急
避
難
か
ら
分
離
し
、
非
難
可
能
性
を
心
理
学
的
責
任
要
素
と
並
ぶ
独
自
の
「
規
範
的
責
任
要
素
」
と
位
置
づ
け
た
。

F
.
v
.
L
iszt,

E
b
.
S
ch
m
id
t,K
eh
rb
u
ch d
es d
eu
tsch
en S

tra
frech

ts A
T
,26.A

u
fl.,1932,201.v

g
l.
R
.
M
o
o
s,D
er a
llg
em
ein
e u
b
erg
esetzli-

ch
e E
n
tsch
u
ld
ig
u
n
g
sg
r u
n
d d
er U

n
zu
m
u
tb
a
rk
eit in D

eu
tsch
la
n
d u
n
d Ö
sterreich

,Z
S
tW
 
116
(2004),891 ff.,893;

H
.-H
.
Jesch

eck
,
T
h
.

W
eig
en
d
,
L
eh
rb
u
ch d

es S
tra
frech

ts A
T
,
5.
A
u
fl. ,
1996,

33 I1;
W
.
K
u
p
er
,
V
o
n K
a
n
t zu H

eg
el,
JZ 2005,

105 ff.,
106.
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13
）

倉
富
勇
三
郎
他
監
修
『
刑
法
沿
革
綜
覧
』﹇
増
補
復
刻
版
﹈
一
九
九
〇
年
・
二
一
四
二
頁
以
下
。

14
）

L
iszt /

S
ch
m
id
t,
(F
n
.9),
206 f.;

E
b
.
S
ch
m
id
t,
D
a
s R
eich
sg
erich

t u
n
d d
er
” u
b
erg
esetzlich

e N
o
tsta
n
d
“,
Z
S
tW
 
49
(1929),

350 ff..

15
）

E
.
M
ezg
er
,
S
tra
frech

t,
2.
A
u
fl.,
1941,

75.

16
）

V
.
E
rb
,
M
u
n
ch
n
er K

o
m
m
en
ta
r zu
m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
B
d
.
1,
2003,

34 R
n 8.

参
照
、
内
藤
謙
『
西
ド
イ
ツ
新
刑
法
の
成
立
』
一
九
七
七

年
・
八
一
頁
以
下
。

17
）

T
h
.
R
ittler

,
L
eh
rb
u
ch d

es o
sterreich

isch
en S

tra
frech

ts A
T
,
2.
A
u
fl.,
1954,

144 f.

18
）

W
.
P
la
tzg
u
m
m
er
,
E
in
e W
en
d
u
n
g in d

er R
ech
tsp
rech

n
u
n
g zu

m
 
u
n
w
id
ersteh

lich
en Z

w
a
n
g
,
JB
l 1959,

338 ff.,
339 f.

19
）

S
tra
fg
esetzen

tw
u
rf 1971,

61

20
）

F
.
R
ik
lin
,
S
ch
w
eizerisch

es S
tra
frech

t A
T
 
I,
2.
A
u
fl.,
2002,

14 R
n 43,

15 R
n 67.

旧
法
に
つ
い
て
、
森
下
忠
『
緊
急
避
難
の
比
較
法
的

考
察
』
一
九
六
二
年
・
一
〇
四
頁
以
下
参
照
。

21
）

A
.
D
o
n
a
tsch
,
B
.
T
a
g
,
S
tra
frech

t I,
8.
A
u
fl.,
2006,

230.

22
）

平
野
龍
一
『
刑
法
総
論

』
一
九
七
五
年
・
二
二
九
頁
以
下
。

23
）

小
野
清
一
郎
『
新
訂
刑
法
講
義
総
論
』﹇
第
六
版
﹈
一
九
五
二
年
・
一
二
六
頁
以
下
。
團
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
』﹇
第
三
版
﹈
一
九
九
〇
年
・
二
四
五

頁
、
香
川
達
夫
『
刑
法
講
義
総
論
』﹇
第
三
版
﹈
一
九
九
五
年
・
一
八
七
頁
、
前
田
雅
英
『
刑
法
総
論
講
義
』﹇
第
五
版
﹈
二
〇
一
一
年
・
三
九
九
頁
以
下
、

佐
久
間
修
『
刑
法
講
義
総
論
』
一
九
九
七
年
・
二
一
六
頁
以
下
。

24
）

曽
根
威
彦
『
刑
法
の
重
要
問
題
』﹇
第
二
版
﹈
二
〇
〇
五
年
・
一
二
八
頁
以
下
。
参
照
、
松
宮
孝
明
『
刑
法
総
論
講
義
』﹇
第
四
版
﹈
二
〇
〇
九
年
・
一
五

三
頁
以
下
、
生
田
勝
義
『
行
為
原
理
と
刑
事
違
法
論
』
二
〇
〇
二
年
・
二
八
三
頁
以
下
、
林
幹
人
『
刑
法
総
論
』﹇
第
二
版
﹈
二
〇
〇
八
年
・
二
〇
六
頁
以
下
。

25
）

生
田
（
注
24
）
二
八
四
頁
は
、
危
難
が
他
人
の
不
法
行
為
か
ら
生
じ
、
こ
の
危
難
を
避
け
る
た
め
、
第
三
者
に
損
害
を
転
嫁
し
た
場
合
も
違
法
で
あ
る
が
、

可
罰
的
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
す
る
。

26
）

川
端
博
『
刑
法
総
論
講
義
』﹇
第
二
版
﹈
二
〇
〇
六
年
・
三
六
二
頁
。
内
田
文
昭
『
刑
法

』﹇
改
訂
版
﹈
一
九
八
六
年
・
一
九
七
頁
、
同
（
注
４
）
一
二

三
頁
以
下
、
西
田
典
之
『
刑
法
総
論
』
二
〇
〇
六
年
・
一
三
二
頁
、
曽
根
（
注
24
）
一
二
五
頁
。
な
お
、
大
谷
實
『
刑
法
講
義
総
論
』﹇
新
版
第
三
版
﹈
二
〇

〇
九
年
・
三
〇
二
頁
「
侵
害
し
た
法
益
が
保
全
し
よ
う
と
し
た
法
益
よ
り
も
大
き
く
な
い
限
り
、
社
会
全
体
の
見
地
か
ら
社
会
的
相
当
性
を
有
す
る
も
の
と

し
て
当
該
行
為
を
法
が
許
容
す
る
」。

27
）

大
塚
仁
『
刑
法
概
説
（
総
論
）』﹇
第
四
版
﹈
二
〇
〇
八
年
・
四
〇
一
頁
注
２
。
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28
）

宮
本
英
脩
『
刑
法
大
綱
』
一
九
三
五
年
・
一
〇
一
頁
（
避
難
行
為
か
ら
生
じ
た
行
為
が
避
け
よ
う
と
害
の
程
度
よ
り
も
小
さ
い
と
き
は
権
利
行
為
で
あ
り
、

相
等
し
い
と
き
は
放
任
行
為
で
あ
る
）、
高
橋
則
夫
『
刑
法
総
論
』
二
〇
一
〇
年
・
二
九
〇
頁
。

29
）

滝
川
幸
辰
『
犯
罪
論
序
説
』
一
九
四
七
年
・
一
五
六
頁
、
一
五
九
頁
。

30
）

植
松
正
『
再
訂
刑
法
概
論

』﹇
第
八
版
﹈
一
九
七
四
年
・
二
一
三
頁
。
日
高
義
博
「
緊
急
避
難
の
本
質
」（
植
松
正
、
川
端
博
、
曽
根
威
彦
、
日
高
義
博

『
現
代
刑
法
論
争

』
所
収
・
一
九
八
三
年
）
一
五
〇
頁
以
下
、
高
橋
敏
雄
『
違
法
性
の
研
究
』
一
九
六
三
年
・
一
一
一
頁
以
下
。

31
）

内
藤
謙
『
刑
法
講
義
総
論
（
中
）』
一
九
八
六
年
・
四
〇
五
頁
以
下
、
佐
伯
千

『
三
訂
刑
法
講
義
（
総
論
）』
一
九
七
七
年
・
二
〇
六
頁
、
中
義
勝
『
講

述
犯
罪
総
論
』
一
九
八
〇
年
・
一
四
二
頁
以
下
、
中
山
研
一
『
刑
法
総
論
』
一
九
八
二
年
・
二
六
八
頁
以
下
。
な
お
、
小
田
直
樹
「
緊
急
避
難
と
個
人
の
自

律
」
刑
法
雑
誌
三
四
巻
三
号
（
一
九
九
五
年
）
一
〇
頁
以
下
は
、
防
御
的
緊
急
避
難
に
つ
い
て
は
同
等
利
益
の
場
合
も
正
当
化
事
由
で
あ
る
が
、
攻
撃
的
緊

急
避
難
に
つ
い
て
は
二
分
説
を
採
用
す
る
。

32
）

浅
田
和
茂
『
刑
法
総
論
』
二
〇
〇
五
年
・
二
四
六
頁
。

33
）

山
中
敬
一
『
刑
法
総
論
』﹇
第
二
版
﹈
二
〇
〇
八
年
・
五
一
八
頁
以
下
。

34
）

木
村
亀
二
『
刑
法
総
論
〔
増
補
版
〕』
一
九
七
八
年
・
二
七
〇
頁
。
阿
部
純
二
「
緊
急
避
難
」（
日
本
刑
法
学
会
編
『
刑
法
講
座
２
』
一
九
六
三
年
・
一
四

六
頁
以
下
、
一
五
八
頁
。

35
）

阿
部
（
注
34
）
一
五
八
頁
以
下
。
木
村
亀
二
『
犯
罪
論
の
新
構
造
（
上
）』
一
九
六
六
年
・
二
六
九
頁
「
重
大
な
身
体
侵
害
を
避
け
る
た
め
に
他
人
に
軽
微

な
身
体
侵
害
を
加
え
る
場
合
は
、
目
的
説
に
し
た
が
っ
て
、
違
法
阻
却
事
由
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」。
山
口
厚
『
刑
法
総
論
』﹇
第
二
版
﹈
二
〇
〇
七
年
・
一

三
八
頁
以
下
は
、
緊
急
避
難
は
原
則
と
し
て
違
法
性
阻
却
事
由
だ
が
、「
人
の
生
命
及
び
生
命
に
準
じ
る
身
体
の
重
要
部
分
は
、
そ
れ
自
体
自
己
目
的
と
し
て

扱
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
本
人
の
意
思
と
無
関
係
に
他
人
の
犠
牲
に
供
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
の
で
、
こ
の
場
合
は
超
法
規
的
責
任
阻
却
事
由
だ
と
論
ず

る
。

36
）

森
下
（
注
５
）
二
二
八
頁
以
下
、
同
「
緊
急
避
難
の
法
的
性
質
」（
中
義
勝
編
『
論
争
刑
法
』
所
収
・
一
九
七
六
年
）
七
〇
頁
以
下
。

37
）

井
田
良
『
講
義
刑
法
学
・
総
論
』
二
〇
〇
八
年
・
三
〇
一
頁
以
下
。

38
）

大
場
茂
馬
『
刑
法
総
論
下
巻
』
一
九
一
七
年
・
五
八
八
頁
以
下
。

39
）

山
口
（
注
35
）
一
三
七
頁
。

40
）

参
照
、
山
中
（
注
33
）
五
一
三
頁
。

41
）

V
g
l.
E
.
S
tein
in
g
er
,
S
a
lzb
u
rg
er K

o
m
m
en
ta
r zu
m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
2004,

N
a
ch
b
em

3 R
n 1 f.;

J.
H
ru
sch
k
a
,
S
tra
frech

t n
a
ch
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lo
g
isch
-a
n
a
ly
tisch

er M
eth
o
d
e,
1983,

112 f.;
K
u
p
er
,
(F
n
.12),

107.
42
）

K
u
h
l,
(F
n
.2),

154,
56 ff.;

d
ers.,

(F
n
.9),

8 R
n 8 f.;

d
ers.,

S
tra
fg
esetzb

u
ch K

o
m
m
en
ta
r,
26.
A
u
fl.,
2007,

34 R
n 1;

C
.
R
o
xin
,

S
tra
frech

t A
T
,
B
d
.1,
4.
A
u
fl.,
2006,

16 R
n 10;

H
.
F
rister

,
S
tra
frech

t A
T
,
5.
A
u
fl.,
2011.

16.
K
a
p R
n 2;
F
.
N
o
w
a
k
o
w
sk
i,
W
ien
er

 
K
o
m
m
en
ta
r zu
m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
1984,

N
a
ch
b
em
 
zu

3  R
n 3

「
連
帯
へ
の
義
務
」；

O
.
T
riffterer

,Ö
sterreich

sch
es S
tra
frech

t A
T
,2.

A
u
fl.,
1994,

12.
K
a
p R
n 139

「
忍
受
義
務
は
、
価
値
の
よ
り
高
い
こ
と
が
明
白
な
法
益
が
救
わ
れ
る
べ
き
場
合
に
だ
け
、
連
帯
思
想
で
根
拠
付
け
ら
れ

う
る
」；

E
.
S
a
m
so
n
,
S
y
stem

a
tisch

er K
o
m
m
en
ta
r zu
m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
1992,

34 R
n 2

「
相
互
の
（
受
身
の
）
連
帯
義
務
」；

N
eu
m
a
n
n
,

(F
n
.4),

34 R
n 9

「
利
益
衡
量
の
価
値
論
的
基
礎
を
な
す
の
は
む
し
ろ
、
侵
害
を
す
る
こ
と
が
他
人
の
ず
い
ぶ
ん
重
い
利
益
を
救
う
た
め
に
必
要
な
と
き
、

『
そ
れ
自
体
』法
的
に
保
護
さ
れ
た
利
益
を
侵
害
す
る
こ
と
が
法
的
に
も
要
請
さ
れ
る
同
胞
間
の
連
帯
と
い
う
観
点
の
下
で
犠
牲
に
な
る
者
に
よ
っ
て
忍
受
さ

れ
る
う
べ
き
と
い
う
原
則
で
あ
る
」；

H
.-L
.
G
u
n
th
er
,
S
y
stem

a
tisch

er K
o
m
m
en
ta
r zu
m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
2000,

34 R
n 11;

d
ers.,

D
efen
-

siv
n
o
tsta
n
d u
n
d T
o
tu
n
g
srech

t,
in
:
A
m
elu
n
g
-F
S
,
2009.

147 ff.,
149;

E
rb
,
(F
n
.16),

34 R
n 6;
J.
W
essels,

W
.
B
eu
lk
e,
S
tra
frech

t A
T
,

41.
A
u
fl.,
2011,

8 R
n 295;

V
.
K
rey,
R
.
E
sser
,
D
eu
tsch
es S
tra
frech

t A
T
,
4.
A
u
fl.,
201 1,

15 R
n 587

（
優
越
的
利
益
の
原
則
は
連
帯
原
則

に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
る
べ
き
）；

G
.
Ja
k
o
b
s,
S
tra
frech

t A
T
,
2.
A
u
fl.,
1991,

11.
A
b
sch
n R
n 3.
v
g
l.
K
u
p
er
,
(F
n
.12),

107 f.

パ
ヴ
リ
ー
ク
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
学
説
を
自
己
流
に
理
解
し
て
、
緊
急
避
難
に
よ
る
侵
害
を
忍
受
す
る
義
務
に
よ
っ
て
法
的
自
由
の
一
定
の
基
本
的
現
実
条
件

が
場
合
に
よ
っ
て
覆
滅
し
て
し
ま
う
こ
と
に
対
し
て
、
組
織
的
な
規
則
に
の
っ
と
っ
た
緊
急
の
闘
い
が
遅
す
ぎ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
保
護
が
可
能
と

な
る
、
忍
受
義
務
は
法
的
自
由
の
現
実
条
件
を
確
保
す
る
の
に
役
立
つ
が
、
但
し
、
緊
急
の
闘
い
の
制
度
的
措
置
に
対
し
て
補
充
的
で
あ
る
、
し
た
が
っ
て
、

忍
受
義
務
は
準
制
度
的
義
務
で
あ
り
、
こ
の
理
解
か
ら
す
る
と
「
連
帯
義
務
」
で
あ
る
と
説
く
。M

.
P
a
v
lik
,
D
er rech

tfertig
en
d
e N
o
tsta
n
d
,
2002,

80 ff,
104,

112,
123.

な
お
、
連
帯
説
に
は
、
同
一
人
に
帰
属
す
る
二
つ
の
法
益
が
衝
突
し
て
い
る
場
合
と
か
、
い
わ
ゆ
る
対
物
防
衛
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
他
人
の
法
益
が
危

険
源
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
、
緊
急
避
難
が
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
の
説
明
が
つ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。S

tein
in
g
er
,

(F
n
.41),

N
a
ch
b
em

3 R
n 2;
P
.
L
ew
isch
,
W
ien
er K

o
m
m
en
ta
r zu
m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
2003,

N
a
ch
b
em
 
zu

3 R
n 21

「
よ
り
低
い
価
値

の
法
益
主
体
の
こ
う
い
っ
た
忍
受
義
務
は
緊
急
権
者
の
侵
害
権
能
の
帰
結
で
あ
っ
て
、
緊
急
権
者
の
説
明
根
拠
と
な
っ
て
い
な
い
。
い
わ
ゆ
る『
連
帯
義
務
』

を
引
き
合
い
に
出
し
て
も
こ
の
正
当
化
根
拠
の
射
程
距
離
と
限
界
の
説
明
が
で
き
な
い
、
つ
ま
り
、
な
ぜ
状
況
に
よ
っ
て
は
（
優
越
的
利
益
の
維
持
の
た
め

に
）
正
当
化
が
可
能
と
な
り
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
（
優
越
的
利
益
が
な
い
と
き
）
正
当
化
が
で
き
な
い
の
か
の
説
明
が
で
き
な
い
」。

な
お
、
連
帯
説
を
我
が
国
に
取
り
入
れ
る
必
然
性
は
な
い
と
す
る
の
が
、
深
町
晋
也
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
緊
急
避
難
論
の
問
題
状
況
」
現
刑
六
九
号
（
二
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正当化緊急避難 ⑴



〇
〇
五
年
）
三
五
頁
以
下
、
三
九
頁
。

43
）

V
g
l.
C
.
R
o
xin
,
(F
n
.42),

16 R
n 10 f.;

U
.
K
in
d
h
a
u
ser
,
S
tra
frech

t A
T
,
5.
A
u
fl.,
2011,

17 R
n 10

「
第
三
四
条
の
定
め
る
正
当
化
（
攻
撃

的
）
緊
急
避
難
は
優
越
的
利
益
の
原
則
と
相
互
の
最
小
限
連
帯
の
原
則
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
」；

U
.
M
u
rm
a
n
n
,G
ru
n
d
k
u
rs S
tra
frech

t,2011,
25

 
R
n 22;

W
.
P
erro
n
,
S
ch
o
n
k
e /S
ch
ro
d
er S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
28.
A
u
fl.,
2010,

34 R
n 1;
H
.
F
u
ch
s,
Ö
ster reich

sch
es S
tra
frech

t A
T
,
7.

A
u
fl.,
2008,

17.
K
a
p R
n 54.

44
）

松
宮
（
注
24
）
一
五
四
頁
以
下
、
井
田
（
注
37
）
三
〇
二
頁
注
11
、
佐
伯
（
注
31
）
二
〇
九
頁
（
注
１
）、
西
田
（
注
26
）
一
三
一
頁
、
佐
伯
仁
志
「
緊
急

避
難
論
」
二
九
四
号
（
二
〇
〇
五
年
）
七
九
頁
以
下
、
八
二
頁
。

45
）

V
g
l.
R
.
M
o
o
s,
S
a
lzb
u
rg
er K

o
m
m
en
ta
r zu
m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
2005,

10 R
n 3 ff.;

E
.
S
tein
in
g
er
,
S
tra
frech

t A
T
,
2008,

15.
K
a
p

 
R
n 6;
F
u
ch
s,
(F
n
.43),

24.
K
a
p R
n 8 ff. ;

D
.
K
ien
a
p
fel,
F
.
H
o
p
fel,
G
ru
n
d
riss d

es S
tra
frech

ts A
T
,
12.
A
u
fl.,
2007,

Z 20 R
n 1 ff.
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